
令和５年６月１２日現在

●　市長提出議案案件

先議案件　　１件

議案案件　１５件

◎　先議を依頼する案件（１件）

○　補正予算議案　１件

頁

1 議案第７０号 令和５年度都城市一般会計補正予算（第２号） 47

◎　通常審議分（１５件）

○　承認議案　５件

頁

議案第６２号
専決処分した事件の報告及び承認について
（都城市税条例の一部を改正する条例）

議案第６３号
専決処分した事件の報告及び承認について
（都城市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例）

議案第６４号
専決処分した事件の報告及び承認について
（都城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

頁

5 議案第６５号
専決処分した事件の報告及び承認について
（令和４年度都城市一般会計補正予算）

1

6 議案第６６号
専決処分した事件の報告及び承認について
（令和５年度都城市一般会計補正予算）

33

　「議案書（予算以外）_議案第62号から議案第64号・議案第67号から第69号・議案第73号から第77号.pdf」を参照

　「議案書（別冊　3月専決・4月専決・6月補正予算）一般会計_議案第65号、第66号、第70号、第71号.pdf」を参照

　「議案書（別冊　3月専決・4月専決・6月補正予算）一般会計_議案第65号、第66号、第70号、第71号.pdf」を参照

令和５年第２回（６月）都城市議会定例会　付議事件一覧

（予算＝１件）

（承認＝５件、条例＝３件、予算＝２件、単行＝５件）

2 1
　地方税法等の一部が改正されたことに伴い、国の施策に基づく税制改正への対応等について
規定するため、所要の改正を行うもの

3 29
　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第６条の２第１項の規定に基づき総務
大臣が定める金額を定める件の改正に伴い、非常勤消防団員等の介護補償の額を改定するた
め、所要の改正を行うもの

4 37
　地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税の賦課限度額等を改定するため、所要の改正
を行うもの
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○　条例議案　８件条例議案　３件

頁

議案第６７号
都城市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

議案第６８号 都城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

議案第６９号
都城市都市公園以外の公園に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

○　補正予算議案　２件

頁

10 議案第７１号 令和５年度都城市一般会計補正予算（第３号） 57

頁

11 議案第７２号 令和５年度都城市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 1

○　単行議案　５件

頁

議案第７３号 工事請負契約の締結について

議案第７４号 工事請負契約の締結について

議案第７５号 工事請負契約の締結について

議案第７６号 財産の取得について

16 議案第７７号 和解の成立及び賠償金額の決定について ※

15 91　高規格救急自動車の取得について、先般行った指名競争入札の結果、宮崎日産自動車株式会
社都城店が３千２７４万７千円（税込み）で落札したので、同事業者から財産を取得すること
について議会の議決を求めるもの

13 83　社会資本整備総合交付金事業　都城運動公園整備　テニスコート照明工事について、先般
行った一般競争入札の結果、マエムラ・飯山・上野　特定建設工事共同企業体が、１億８千
７７万４千円（税込み）で落札したので、同企業体との契約の締結について議会の議決を求め
るもの

14 87　社会資本整備総合交付金事業　都城運動公園　テニスコート外整備工事について、先般行っ
た一般競争入札の結果、丸昭・徳満・木場　特定建設工事共同企業体が、５億１千６８９万円
（税込み）で落札したので、同企業体との契約の締結について議会の議決を求めるもの

9 73

　内堀団地の集会所広場を都市公園以外の公園とするため、所要の改正を行うもの

12 79　社会資本整備総合交付金事業　山之口運動公園多目的広場整備工事について、先般行った一
般競争入札の結果、徳満・真栄・南星　特定建設工事共同企業体が、３億１千１５２万円（税
込み）で落札したので、同企業体との契約の締結について議会の議決を求めるもの

　「議案書（別冊　3月専決・4月専決・6月補正予算）一般会計_議案第65号、第66号、第70号、第71号.pdf」を参照

　「議案書（別冊　6月補正予算）公共下水道事業会計_議案第72号.pdf」を参照

　「議案書（予算以外）_議案第62号から議案第64号・議案第67号から第69号・議案第73号から第77号.pdf」を参照

7 47
　他の地方公共団体その他公共団体に対し、市の普通財産を譲渡する際における減額可能割合
の規定を新たに設け、判断基準を明確にするため、また、それ以外の団体等に対し、市の普通
財産を減額譲渡する際は、全て議会の議決を経ることとするため、所要の改正を行うもの

8 53　脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部
を改正する法律の施行による建築基準法の改正及び都市の低炭素化の促進に関する法律の改正
に伴い、所要の改正を行うもの

　「議案書（予算以外）_議案第62号から議案第64号・議案第67号から第69号・議案第73号から第77号.pdf」を参照
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